
ご自宅での介護は大変ではありませんか。
急な用事で不在になるときなどお困りのことは
ありませんか。

在宅で療養されている患者さんを介護する方が事情により一時的に在宅医療が

困難となる場合などに期間を設けた｢レスパイト入院｣の受入れを行っています。

身体介護が必要な方（医療行為ある方など）で介護者が

事情により一時的に在宅介護が困難となる場合

※ご自分で動ける方は原則対象外となります

一般病床/地域包括ケア病棟

2週間以内

ご利用には事前のご予約が必要となります。

ご希望のある方はかかりつけ医または担当のケアマネジャー様を通してお申し込みを

お願いします。

また詳細をお尋ねになりたい方は下記担当者へお問い合わせください。

国家公務員共済組合連合会東海病院

担当　　相談員　三浦・長江・門野

TEL     052-711-6131（代表）

ご希望のある方はお気軽にお問い合わせください

利用できる方

受入病棟

受入期間
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